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◎独立行政法人都市再生機構在外職員給与規程 

 

（令和３年４月１日規程第21号） 

 

最終改正 令和５年６月１日 

 

（総則） 

第１条 独立行政法人都市再生機構職員給与規程（以下｢職員給与規程｣とい

う。）第 31 条に規定する外国において勤務する職員（以下「在外職員」とい

う。）に対する給与の支給については、別に定めるもののほか、この規程の定

めるところによる。 

（給与の種類） 

第２条 在外職員の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。 

一 職能給 

二 加算給 

三 扶養手当 

四 特別手当 

五 在勤手当 

２ 人事部長が必要と認める場合には、人事部長が別に定める支給割合を乗じ

た額を在勤手当として支給することができる。 

 （職能給、加算給、扶養手当及び特別手当） 

第３条 在外職員の職能給、加算給（以下「在外職員職能給等」という。）、扶

養手当及び特別手当は、この規程に特別の定めがある場合を除くほか、職員

給与規程の規定に基づいて支給し、在外職員職能給等の額は、職員給与規程

に規定する職能給等に100分の80を乗じて得た額とする。 

２ 職員給与規程別表第３に定める職にある職員又は再雇用職員には扶養手当

は支給しない。 

（給与の支給定日及び支給方法） 

第４条 在外職員の給与（特別手当を除く。以下この条において同じ。）の支給

定日は、毎月16日（その日が休日に当たるときは、その日前において、その

日に最も近い休日でない日）とする。ただし、理事長が特別の事由があると

認めた場合には、その都度、別に定める日とすることができる。 

２ 在外職員の給与は、前項の支給定日（同項ただし書の規定により別に定め

る日を含む。）において、当月分の在外職員職能給等、扶養手当、在勤手当を

支給する。 

（在勤手当） 

第５条 在勤手当は、在外職員が外国の事務所（以下「在外事務所」という。）

において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるも

のとし、その額は在外職員がその職務と責任に応じて能力を十分発揮するこ

とができるよう、在外事務所の所在地（以下「在勤地」という。）における物
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価、為替相場及び生活水準を勘案して定めるものとする。 

２ 在勤手当は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当及び子女教育手当とす

る。 

（在勤基本手当） 

第６条 在勤基本手当は、在外職員が在勤地において勤務するのに必要な衣食

等の経費に充当するために支給する。 

２ 在勤基本手当の月額は、別表第１に掲げるところに従い、在勤地欄に掲げ

る都市及び号別によって定める。 

３ 在勤基本手当の号は、人事部長が別に定める。 

（在勤基本手当の支給期間） 

第７条 在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国（出

張のための帰国を除く。）を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への

転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで（以下「在勤基本手当の

支給期間」という。）支給する。 

２ 外国において新たに在外職員となった者には、その日から在勤基本手当を

支給する。 

３ 在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員

には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。 

４ 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給

する。 

５ 在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許さ

れた在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が

60日を超えるものには、第１項の規定にかかわらず、60日を超える期間につ

いての在勤基本手当は支給しない。 

（住居手当） 

第８条 住居手当は、在外職員が在勤地において勤務するのに必要な住宅費に

充当するために支給する。 

２ 住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の１月に

要する家賃の額（在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、

それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額）から同家

賃の額に別表第２の控除率欄に定める率を乗じて得た額を控除した額とする。

ただし、別表第２に掲げる在勤地及び号の別により定める額（配偶者（届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）又は子（主として

在外職員の収入によって生計を維持している者に限る。）（以下「配偶者等」

という。）を伴う在外職員以外の者又は人事部長が別に定める真に特別の事情

がある者以外の者にあっては、その額の100分の80に相当する額）を限度とす

る。 

３ 住居手当の号は、人事部長が別に定める。 

４ 住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。 

（住居手当の支給期間等） 
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第９条 住居手当は在勤基本手当の支給期間と同じ期間、支給する。 

２ 外国において新たに在外職員となった者には、その日から住居手当を支給

する。 

３ 住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた在外職員には、そ

の日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。 

４ 住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、人事部長の許可

を得て、引き続き配偶者等を旧在勤地に残留させる在外職員には、第１項の

規定にかかわらず、180日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住

居手当を支給することができる。 

５ 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。

ただし、当該在外職員が死亡した場合において、人事部長が特に必要がある

と認めるときは、死亡した翌日から180日を超えない期間に限り、当該在外職

員が死亡時に伴っていた配偶者等に従前の住居手当の支給額に相当する額を

支給することができる。 

６ 前項ただし書の規定による配偶者等への支給の順位は、配偶者及び子の順

序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。 

（配偶者手当） 

第10条 配偶者手当は、配偶者（在外職員を除く。）を伴う在外職員に支給する。 

２ 配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基

本手当の支給額の100分の20に相当する額とする。 

（配偶者手当の支給期間） 

第11条 配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該

在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日（在外職員の

配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となった場合にあっては、配

偶者となった日）から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する

日（その配偶者がその日の前に帰国する場合（その地を出発する日からその

地に帰着する日までの期間が60日以内である場合を除く。）にあっては、その

配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に

配偶者でなくなった場合又は死亡した場合にあっては、配偶者でなくなった

日又は死亡した日）まで支給する。 

２ 在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、人事部長の

許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の

規定にかかわらず、180日以内の期間においてその事故の存する間、従前のと

おり配偶者手当を支給することができる。 

３ 配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで

配偶者手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、人

事部長が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から180日を超え

ない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給するこ

とができる。 

（配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当） 
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第12条 配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る部分は支給

しない。 

（子女教育手当） 

第13条 子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げる者で主として当該在

外職員の収入によって生計を維持している者（以下「年少子女」という。）が

本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当

するために支給する。 

 一 ３歳以上18歳未満の子 

 二 18歳に達した子であって、就学する学校（別に定める学校を除く。）にお

いて、18歳に達した日から、19歳に達するまでの間に新たに所属する学年

の開始日から起算して１年を経過する日までの間にある者 

２ 子女教育手当の月額は、年少子女１人につき8,000円とする。 

３ 在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地

として人事部長が別に定める地（以下この項及び第６項において「指定地」

という。）に所在する在外事務所に勤務する在外職員の年少子女（６歳以上の

年少子女であって、学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する小学校、

中学校又は高等学校に相当するものとして人事部長が認める教育施設におい

て教育を受けるべきものに限る。以下、この項から第５項までにおいて同じ。）

が当該在外事務所の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を

受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は前項の規定に

かかわらず、当該年少子女一人につき同項の額に、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額（在外職員が年少

子女の教育のために自ら負担すべき額として別に定める額をいう。以下この

条において同じ。）を控除した額を加算した額とする。 

 一 在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外事務所の所在する指

定地において学校教育を受ける場合にあっては、次の額のうちいずれか少

ない額 

  イ 適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費（別に定める

費目に係るものに限る。以下この条及び次条第３項において「必要経費」

という。）として人事部長が当該在外職員の勤務する在外事務所の所在す

る指定地において標準的であると別に認定する額 

  ロ 現に要する当該年少子女に係る必要経費の額 

 二 在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校

教育を受ける場合にあっては、次の額のうち最も少ない額 

  イ 前号イに規定する額 

  ロ 当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として人事

部長が標準的であると別に認定する額 

  ハ 前号ロに規定する額 

４ 在外職員の勤務する在外事務所の所在する地であって、当該在外職員の年

少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として人事部長が別
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に定める地に所在する在外事務所に勤務する在外職員の年少子女が、当該在

外事務所の所在する地以外の地（本邦を除く。）において学校教育を受けると

きにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第２項の規定に

かかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に規定する額

のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。 

 一 在外職員の勤務する在外事務所の所在する地以外の地における学校教育

に係る必要経費として人事部長が当該年少子女の学校教育を受ける地にお

いて標準的であると別に認定する額 

 二 前項第一号ロに規定する額 

５ 前２項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外

に在留する邦人の子女のための在外教育施設（人事部長が指定する施設に限

る。）が存在し、かつ、当該年少子女が当該教育施設において教育を受けない

ことについて合理的な理由がある場合として人事部長が別に定める場合に該

当しないときは、加算される額は、150,000円を限度とする。 

６ 指定地に所在する在外事務所に勤務する在外職員の年少子女（６歳未満の

年少子女、又は６歳以上の年少子女であって学校教育法に規定する幼稚園に

相当するものとして人事部長が認める教育施設において教育を受けるべきも

のに限る。）が当該在外事務所の所在する指定地又はその他の指定地において

学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、

第２項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、現に要

する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算し

た額とする。この場合において、加算される額は、51,000円を限度とする。 

 （子女教育手当の支給期間） 

第14条 子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当

該在外職員の年少子女（次項の規定に該当するものを除く。以下この項にお

いて同じ。）が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日（在外職員の年少子

女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなった者であ

る場合にあっては、年少子女に該当することとなった日）から、当該在外職

員の在勤基本手当の支給期間の終了する日（その年少子女がその日の前に帰

国する場合（その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が60日

以内である場合を除く。）にあってはその年少子女が帰国のためその地を出発

する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととな

った場合又は死亡した場合にあっては年少子女に該当しないこととなった日

又は死亡した日）まで支給する。ただし、その期間が60日以内である場合は、

この限りでない。 

２ 在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学

校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けるこ

とにつき相当の事情があると人事部長が認める場合に限り、前項の規定に準

じて、当該在外職員に子女教育手当を支給する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、在外職員が当該在外職員の年少子女が教育を
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受ける教育施設に現に要する当該年少子女に係る必要経費の前払をした場合

において、当該在外職員が別に定めるやむを得ない事情により帰国（出張の

ための帰国を除く。）又は新在勤地への転勤を命ぜられたときは、前条各項に

規定する当該在外職員に支給する子女教育手当については、既に支給した分

の翌月分から当該前払の対象となる期間が終了するまでの期間（別に定める

期間に限る。）の各月の月額を合算した額を一括して支給することができる。

ただし、当該教育施設から前払をした必要経費の全部又は一部の返還を受け

たときは、その額を当該合算した額から控除するものとする。 

４ 子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日ま

で子女教育手当を支給する。ただし、前項の規定により子女教育手当を一括

して支給することとなる場合は、この限りでない。 

５ 前各項に規定するもののほか、第１項ただし書の期間がやむを得ない事情

により60日以内の期間にとどまることとなった場合の子女教育手当の支給期

間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。 

（租税相当額の支給） 

第15条 在外職員が、在勤国の法令に基づいて、給与及び手当に対して租税を

課せられたときは、その者に対して、租税の額に相当する額を支給する。 

 （給与の端数計算） 

第16条 本邦通貨をもって定められた在外職員の給与を外国通貨で送金するた

め当該外国通貨に換算する場合において、当該外国通貨の最低単位に満たな

い端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することがで

きる。 

２ 外国通貨をもって定められた在外職員の給与の支給額に当該外国通貨の最

低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支

給することができる。 

 （準用） 

第17条 この規程に定めるもののほか、在外職員の給与について必要な事項は、

職員給与規程及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公

務員の給与に関する法律（昭和27年法律第93号）の規定を準用する。 

附 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、令和４年３月１日から施行し、この規程による改正後の独立

行政法人都市再生機構在外職員給与規程（以下「改正後の規程」という。）

の規定は、令和３年 10 月１日から適用する。 

２ 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の

独立行政法人都市再生機構在外職員給与規程の規定に基づいて支給された給

与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。 

附 則 

１ この規程は、令和５年１月１日から施行し、この規程による改正後の独立
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行政法人都市再生機構在外職員給与規程（以下「改正後の規程」という。）

の規定は、令和４年 10 月１日から適用する。 

２ 附則別表第１及び附則別表第２に定める在勤地に係る改正後の規程第６条

第２項で定める額及び第８条第２項で定める控除率は、令和４年６月から９

月までの月分については、改正後の規程第６条第２項及び第８条第２項の規

定にかかわらず、附則別表第１に定める額及び附則別表第２に定める控除率

とする。 

３ 改正後の規程及び前項の規定を適用する場合においては、この規程による

改正前の独立行政法人都市再生機構在外職員給与規程の規定に基づいて支給

された給与は、改正後の規程及び前項の規定による給与の内払とみなす。 

 

 
 

 

 

附 則 

この規程は、令和５年３月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年６月１日から施行する。 
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別表第１

（単位：円）

大
洋
州

シドニー 480,000 447,800 430,900 408,700 373,200 326,600 279,900 242,600 223,900

在勤基本手当月額表

地
域

在勤地 ９号２号 ５号１号 ８号７号６号４号３号

 

別表第２

１号 ２号 ３号 ４号 ５号

大
洋
州

シドニー 13.3% 4,278 3,784 3,290 2,962 2,632オーストラリア・ドル

単位

住居手当限度額表

限度額
控除率在勤地

地
域

 


